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改訂内容 

頁 内 容 

旅行業法・約款テキスト 

95ページ 

１-６．通信契約 ３行目 

100ページ 

１-４．電話等による予約 

(1) １行目 

148ページ 

Section３ 契約の成立 

(3) １～２行目 

151ページ 

Section４ 契約の成立 

(3) １～２行目 

（改正(改訂)前）～、電話、郵便、ファクシミリ～ 

 ↓ 

（改正(改訂)後）～電話、郵便、ファクシミリ、インター

ネット～ 

 

 

 

 



 

 

 

旅行業法・約款テキスト 

95ページ 

１-７．電子承諾通知 

（改正(改訂)後）タイトルを含め、全文削除ください。 

旅行業法・約款テキスト 

100ページ 

１-３．契約の成立時期 

(2)(3) 

104ページ 

２-４．契約の成立時期 

(2)(3) 

107ページ 

３-３．契約の成立時期 

(2)(3) 

（改正(改訂)前） 

(2) 通信契約の場合は、旅行業者が契約の締結を承諾す

る旨の通知を発した時に、契約は成立する。 

(3) 通信契約において、旅行業者が電子承諾通知を発す

る場合は、当該通知が旅行者に到達した時に、契約は

成立する。 

 ↓ 

（改正(改訂)後） 

(2) 通信契約の場合は、旅行業者が契約の締結を承諾す

る旨の通知が旅行者に到達した時に、契約は成立す

る。 

旅行業法・約款テキスト 

240ページ  

ポイントチェック 

約款 問題編 問５ 

（改正(改訂)前）通信契約において電子承諾通知を発する

場合は、旅行業者が当該通知を旅行者に発した時に契

約は成立する。 

 ↓ 

（改正(改訂)後）通信契約は、旅行業者が契約の締結を承

諾する旨の通知を旅行者に発した時に成立する。 

旅行業法・約款テキスト 

258ページ 

ポイントチェック 

約款 解答編 問５ 

（改正(改訂)前）正解 × 誤り。通信契約は、旅行業者

が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立

する。ただし、当該契約において“電子承諾通知を発

する場合”は、当該通知が旅行者に“到達”した時に

成立する。〔TEXT：P100〕 

 ↓ 

（改正(改訂)後）正解 × 誤り。通信契約は、旅行業者

が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に“到達”

した時に成立する。〔TEXT：P100〕 

 

 

 

 

 



 

 

 

旅行業法・約款テキスト 

157ページ 

国際航空運送約款 

１-２．航空券 

（改正前）「ＭＣＯ」… 運送人又はその指定代理店により

発行される証票又は電子証票で、当該証票に記載され

ている人に対する航空券の発行又は旅行のためのサー

ビスの提供を要請する証票又は電子証票をいう。 

 ↓ 

（改正後）「ＭＣＯ」… 運送人又はその指定代理店により

発行される証票又は電子証票で、当該証票に記載され

ている人に対する航空券の発行又は旅行のためのサー

ビスの提供を要請する証票又は電子証票をいう。（Ａ

ＮＡ規定なし） 

旅行業法・約款テキスト 

167ページ 

国際航空運送約款 

９-１．運送の拒否等 

⑦に１項目追加 

（追加項目）重傷病者又は、感染症及び感染症の疑いがあ

る場合（この場合は拘束することはできない。） 

旅行業法・約款テキスト 

177ページ 

国際航空運送約款 

13-３．手荷物に対する責任

限度 (1) 

（改正前）モントリオール条約が適用される運送の場合の

航空会社の手荷物の責任限度は、旅客１人当たり

1,131ＳＤＲを限度とする。 

 ↓ 

（改正後）モントリオール条約が適用される運送の場合の

航空会社の手荷物の責任限度は、旅客１人当たり

1,288ＳＤＲを限度とする。 

旅行業法・約款テキスト 

184ページ 

国内航空運送約款 

２-６．運送の拒否及び制限 

(1)の③に１項目追加 

（追加項目）感染症又は感染症の疑いがある場合（この場

合は拘束することはできない。） 

 

以 上 

 


